
事業計画の内容
コロナで亡くなった方とそのご家族がアクリル越しで対面できる時間と場所の提供

当社概要
当社は、葬儀業の中でも納棺に特化したサービスを行っている。納棺とは、亡くなられた方の葬儀に際し、化粧などを施したり、着衣によって身体や顔を整え、
棺に納めることである。納棺という儀式を通して、遺族が故人と最後に過ごす時間を整えグリーフケアを行う。又、死後の体や顔の変化を遅らせるために
必要な処置である。

葬儀は景況に左右される事なく、常に一定の需要は存在するが、葬儀に関連する各種専門サービスを提供する業者は葬儀の案件発生後に葬儀社から
下請けとして受注する産業構造となっている。

当社は2020年8月に納棺に関する専門業者として創業した。



代表の経歴と理念

勤務時には、納棺や湯灌（ゆかん：納棺の手順に加え、故人の全身の身体を洗い清めること）まで含めた幅広い実戦経験を積んできている。
理念として、葬儀、納棺の儀式の主体は遺族であるという考えのもと、大手事業者におけるシステマチックなサービスではなく、故人を通じて
より遺族の気持ちに寄り添ったサービス提供したいとの思いから、当社を創業した。

施設への想い
きっかけはコロナウイルスによる死者の増加と葬儀の内容である。コロナウイルス以外が原因で亡くなり、葬儀を行う場合、
亡くなった場所（自宅、病院、介護施設など）へ遺族より連絡があった葬儀社がお迎えに行き、葬儀社へお連れし、遺族と葬儀の日程や内容を
打ち合わせ、通夜や葬儀を執り行う。葬儀後、火葬場へという流れが一般的である。
コロナが原因で亡くなった場合、亡くなった病院に火葬の時間まで安置し、時間が来たら葬儀社の下請けの搬送業者がお迎えに行き火葬場まで
お連れし火葬場の時間外に火葬。お骨は火葬場の限られたスタッフで拾い、遺族のもとには骨壺に入った状態で戻ってくる。

葬儀関連の大手事業者において、約5年の勤務経験を経た後に、納棺を行う納棺師として開業した。



テレビでも大きく報道され目にした方がいらっしゃるかと思うが、個人的に印象深いのは志村けんさんの報道だった。
コロナの陽性反応が出てから直接対面もできず、お骨だけが手元に戻ってきた。
その映像を見て、本来、悲しみを感じる時にそれすらできないこの葬儀の現状があまりにも哀しいと感じ、何かできることはないかと考え思いついたのが
このような施設があればどうかということだった。



　コロナ 推移

市場の動向(死亡者数の推移）



事業の概要
施設の間取りは下図を予定している。搬入口は一ヶ所とし、ご遺族の入り口は別に設ける。安置場所とご遺族の部屋の間にアクリル板を設置し、
対面可能且つ 感染対策も行う。

防護服を着る部屋と脱ぐ部屋も別々に設置。

※完成予想図

感染対策として区分けをしっかり行い、汚染区域（レッドゾーン）と清潔区域（グリーンゾーン)を明確に区別する。



サービス内容

プラン１
必要最低限の物品（棺、骨壺、骨箱、お位牌、霊柩車、ドライアイス、線香、ローソク類、火葬手続き、安置料、遺影写真（小））

ご遺族が選べるプランを2つ用意



プラン２
プラン１の内容の中で選べるものを用意
選べる物品の種類（棺、骨壺、骨箱）上記プラン1にお顔周りを整え、遺影写真（大）を追加する



北九州市内のどの葬儀社もコロナで亡くなった方の通夜や葬儀は勿論、会館への搬送、安置すら行っていない。（病院から火葬場への搬送のみ受け入れ）
その理由として、既存の建造物では感染対策が不完全であることや、従業員への感染や風評被害による業績悪化の懸念があげられる。

市場の動向(葬儀社の現状)



上記の理由で行えない葬儀社に対し、コロナで大切な人を亡くしたご遺族は「一目でもよいから最後に顔が見たかった」「葬儀もなく骨だけが戻ってきても
亡くなった実感が無く、死を受け入れられない」という声が多い。
下記がご家族のリアルな声です。

※NHK　NEWS　WEBより引用



上記の記事からもわかるようように、グリーフケアはとても大切である。
ではグリーフケアとは具体的にどにょうなものなのか。
下記の資料をご覧ください。













上記の様に、大切な方を急に亡くし大変な悲しみの中にいるにも関わらず、葬儀社から受け入れを拒否され悲しみの二次被害が起きている。
本来であれば亡くなってからご納棺や通夜葬儀を通して正しく悲しみのプロセスを踏みご家族のグリーフケアをする事ができていたが
コロナ患者のご家族はこのプロセスが正しく踏めず、死を受け入れられない、後悔が残りご自分を責める等、悲しみから立ち直れない方が多くいるのが
現状であり、グリーフケアの専門家も危惧している。



当社の強み
・感染対策を踏まえた間取り、構造

・遺体感染管理士の資格保持者がいる
・訪問看護から依頼があり、葬祭扶助制度を使用し生活保護受給者の直葬を行った経験がある。
・この事業に賛同して助力してくれる葬儀社も多数いる
・火葬後のアフターフォロー（遺品整理、散骨、お墓に関する事など）も承れる

・創立が昨年8月と間もない為、風評被害も他の葬儀社に比べて経営に影響がない
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